
第三次東松山市地域福祉計画
の背景について
令和５年１１月２７日（月）

東松山市社会福祉課



第三次東松山市地域福祉計画の概要

●根拠 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）
●計画の期間 令和７年度から令和１１年度まで
●位置付け 福祉に関する上位計画

第五次東松山市総合計画

東松山市地域福祉計画

保健福祉分野の関連計画
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●福祉部署以外の事業も記載

※第二次計画では１３課４９
事業を記載
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●「社会福祉法の改正趣旨・改正概要」抜粋
（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 令和３年１月７日）

・地域共生社会とは
・日本社会や国⺠生活の変化（前提の共有）
・対人支援において今後求められるアプローチ
・改正社会福祉法第４条（地域福祉推進の理念）
・改正社会福祉法第６条（国、地方自治体の責務）
・改正社会福祉法第１０７条（地域福祉計画の記載事項）
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（参考）埼玉県第７期地域福祉支援計画
■市町村の地域福祉の取組を支援するものとし、第７期地域福祉
支援計画を策定中。

■現行計画を踏襲。
■少子化や異次元の高齢化、高齢者、障害者、児童、生活困窮者
等の福祉分野ごとの相談支援体制では対応が困難な、地域住⺠
が抱える課題が複雑化・複合化する状況と、社会福祉法の改正
の対応等を踏まえ、市町村の地域福祉の取組を引き続き支援す
るという方向性で策定。

■地域で暮らしている人に外国人等新たにその地域で暮らすこと
となった人を含め、インクルーシブ社会という考えを追加予定。

■住⺠だけではなく、行政や専⾨職、地域の社会資源などが協⼒
し、一体となって地域をつくりあげていく方向性。
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